
昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
七
日
受
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答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
竹
内
勝
彦
君
提
出
財
団
法
人
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
が
委
託
し
て
い
る
つ
く
ば
中
毒
情
報
セ
ン

タ
ー
（
つ
く
ば
中
毒
一
一
〇
番
）
及
び
大
阪
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
中
毒
一
一
〇
番
）
の
体
制
充
実
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
八
第
二
号 

昭
和
六
十
二
年
一
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
勝
彦
君
提
出
財
団
法
人
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
が
委
託
し
て
い
る
つ
く
ば
中 

毒
情
報
セ
ン
タ
ー
（
つ
く
ば
中
毒
一
一
〇
番
）
及
び
大
阪
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
中
毒
一

一

〇 

番
）
の
体
制
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

中
毒
一
一
〇
番
の
電
話
回
線
を
増
や
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
財
団
法
人
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
に

お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

電
話
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
間
の
公
平
や
、
で
き
る
だ
け
利
用
者
に
そ
の
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
独
立
採
算
で
事
業
を
経
営
す
る
と
い
う
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等

の
事
業
体
の
料
金
の
在
り
方
か
ら
し
て
、
困
難
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
、
財
団
法
人
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
中
毒
情
報 



三
及
び
四
に
つ
い
て 

   

一
般
国
民
に
対
す
る
化
学
物
質
等
に
よ
る
急
性
中
毒
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
事
業
の
実
施
に
つ

い

て

は
、
現
在
、
財
団
法
人
日
本
中
毒
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
昭
和
六
十
二
年
度
予
算
に
も

同
様
の
経
費
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




